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令和５年度地域支援事業の実施状況 
 

■地域支援事業                      

 

「地域支援事業」は、介護保険制度の円滑な実施の観点から、被保険者が要介護状態又は

要支援状態（以下「要介護状態等」という。）となることを予防するとともに、社会に参加し

つつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし、地

域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅

医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進するものです。 

地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という」、「包括的

支援事業」及び「任意事業」の３事業から構成されています。 

総合事業は、地域に暮らす全ての高齢者が、自立した日常生活を送ること、また、そのた

めの活動を選択することができるよう、地域に暮らす高齢者の立場から、市町村が中心とな

って、地域住民や医療・介護の専門職を含めた多様な主体の力を組み合わせて実施します。 

包括的支援事業では、地域包括支援センターが介護予防事業に関する介護予防ケアマネジ

メント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務を一

体的に実施し、高齢者等の介護予防を推進し、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援するための重要な役割を担っています。なお、市では、直営の地域包括支援

センターを基幹型の地域包括支援センターと位置付け、センター間の総合調整や委託の地域

包括支援センターの後方支援に当たる役割を担っています。 

また、包括的支援事業の社会保障充実分として、地域包括ケア推進のために在宅医療・介

護連携推進事業、認知症施策推進事業、生活支援体制整備事業、地域ケア会議推進事業をす

すめています。 

任意事業では、介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、被保険者とその介護者も含

めた対象者への支援事業を実施しています。 

令和５年度の地域支援事業の実施状況を報告します。 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）                      

 

市では、平成 29 年度から総合事業を開始しました。高齢者の介護予防と自立した日常生

活の支援を目的とした事業で、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」

の二つからなります。 

高齢者の一人ひとりの状況に応じた生活支援や介護予防が利用できるよう従来の介護事

業所だけでなく、地域における多様な主体による効果的な取組を進めることで、いつまでも

住み慣れた地域で自分らしく生活できるように支援する事業です。 

 

（１） 介護予防・生活支援サービス事業 

介護認定で要支援認定を受けた方、基本チェックリストで事業対象者となった方の加齢に

伴う生活機能の低下等の維持・改善により、要支援・要介護となることを予防します。また、

要支援、要介護状態等の軽減もしくは悪化を防止します。 

 

■ 介護相当サービス及びサービス Aの実施状況（件数は、延べ件数） 

事業名 サービス種別 件数 金額 合計 

第１号訪問事業 訪問介護相当サービス 3,004件 64,648,302 円 
3,925 件 73,804,226 円 

 訪問型サービス A 921件 9,155,924円 

第１号通所事業 通所介護相当サービス 8,800件 223,825,472円 
9,563 件 233,704,205円 

 通所型サービス A 763件 9,878,733円 

介護予防ケアマネジメント 3,535件 16,165,920 円 3,535 件 16,165,920 円 

 

■ 指定事業数（令和６年３月末時点） 

訪問介護相当サービス 28事業所 

訪問型サービス A 13事業所 

通所介護相当サービス 42事業所 

通所型サービス A ５事業所 

 出典：介護台帳（LIGHT） ※市内事業所のみ(休止を除く) 

 

■ 総合事業サービスＡ従事者研修の開催 

多様な人材の確保のために、基準を緩和したサービスＡの従事者研修会を開催しました。 

開 催 日 参加者数 修了者数（同行実習者数） 

令和６年 10月 11、12日 ７人 ４人 
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■ サービス Cの実施状況 

事 業 名 
実 績（人） 

回数・内容等 
実人数 延人数 

通所型サービスＣ ０ ０ 

１事業所にて、週１回２時間程度で実施。 

主として健康相談、運動・口腔機能向上に向けた

支援、体操実技、健康講話等を実施。 

利用実績なし。 

訪問型サービスＣ（口
腔・栄養） 

２ ８ 

長野県歯科衛生士会及び高齢者介護課に在籍す

る歯科衛生士、管理栄養士による口腔機能向上と

栄養改善を目的とした個別指導。概ね月 1回訪問。 

訪問型サービスＣ（運動） ２ ４ 

安曇野赤十字病院理学療法士による運動機能の

向上に向けた個別指導。概ね月 1回訪問。希望者

がなく、利用実績なし。 

小  計 ４ 12  

  

令和６年度：対象者に対して適切な支援を行うことにより、生活機能の維持・改善を図る

とともに、重症化予防をしていきます。 
 

（２） 一般介護予防事業 

   65歳以上を対象に、介護予防の知識を身につけるとともに、通いの場等、地域の身近な場

所で人との繋がりを通して介護予防の活動を継続できるように支援するための事業です。 

 

ア 介護予防把握事業 

○ 介護予防把握事業 

生活機能の低下により要介護状態等になるおそれのある高齢者を早期に把握し、適切な支

援に繋げるため、訪問等による実態把握を行いました。 

【対象者】 

  明科、豊科、堀金、三郷地域の 70～74 歳の者のうち、健診や医療、介護等に繋がってお

らず、健康状態が不明な者 

【訪問実施者状況】 

対象者数 実施者数 
結果 

地域包括支援センター地区担当者へ報告 

106人 81人(76.4％) 3 人(3.7％) 

 

○ シニア歯科健康診査（新規） 

   口腔異常や口腔機能低下を早期に発見し、疾患予防や健康維持、および介護予防のため

の健診を歯科医師会に委託して実施しました。   

対象者数 受診者数 

4,084人 525人(12.9％) 
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令和６年度：70代前半は就労等活動している対象者が多かったため、令和６年度は年代を再

考して訪問等による実態把握を実施します。 

 

イ 介護予防普及啓発事業 

  高齢者が身体機能の維持・向上を図るとともに介護予防に関する幅広い知識を習得する

ことを目指します。介護予防体操動画配信事業（新規事業）では、オンラインによる介護

予防体操動画配信コンテンツを提供し、自宅や通いの場での活用を推進しました。 

 

 令和５年度普及啓発事業実績 

事 業 名 
実 績（人） 

委託先等 
実人数 延人数 

拠点

介護

予防

教室 

エンジョイシニア！ 

実践おたっしゃ塾 
66 588 

社協（穂高・堀金・明科地区）、 

あんしん（豊科地区）へ委託 

認知

機能

向上

教室 

頭と体の若返り！ 

はつらつ脳活教室 
49 449 (株)ルネサンス委託 

ファイブ・コグ検査会・結果説明会 

（認知症予防、認知機能検査） 
64 64  

複合

型介

護予

防教

室 

足腰らくらく体操教室 155 1,370 
全地域にて実施。 

城西病院、長野県柔道整復師会講師委託 

ステップアップ教室 14 147 松本大学講師委託。TAGFITNESS 活用。 

フィットネスバイク教室 15 143 松本大学講師委託。TAGFITNESS 活用。 

あづみのピンキラ体操教室 18 167 松本大学・根本ゼミ生講師委託 

口腔

機能

向上

教室 

お口いきいきアップ教室  53 259 長野県歯科衛生士会に委託。 

お口いきいきフォローアップ講座 32 32 長野県歯科衛生士会に委託。 

介護予防動画配信事業（※） 34 34 (株)ルネサンス委託 

合 計 500 3,253  

*３団体（1,630人）登録 

 

令和６年度：介護予防に関する普及啓発活動・介護予防教室・認知症予防教室・口腔機能改善

事業等を行い、介護予防活動が継続できるよう事業を実施します。 
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ウ 地域介護予防活動支援事業 

地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行いました。また当課主催の介

護予防教室終了後の自主グループの立ち上げ支援として、フォローアップ講座を実施しま

した。 

○通いの場等の把握 
                

 
通いの場等の数 参加する高齢者数 参加率 

 
321 か所 2,624 人 7.6 ％ 

  ＊参加率は、毎年４月１日高齢者人口に対する割合 

  ＊参加する高齢者数は月１回以上参加する者の人数 

 

○自主グループ活動支援事業 

  実施箇所数 実施回数 参加延人数 

自主グループ支援 ３か所 116回 1,361人 

フォローアップ講座   ３か所 ５回       88人 

 

エ 高齢者の保健事業と介護予防一体的実施事業 

   健康推進課、国保年金課と当課におけるプロジェクト会議を実施し、KDB（国保データベー

ス）システム等の分析、健康課題、対象者の明確化など企画調整担当職員を中心に一体的な

事業を展開しました。当課では、通いの場等へのフレイル全般、認知症、栄養、口腔機能向

上等の介護予防講座と健康相談、後期高齢者質問票による健康状態把握を実施しました。 

事業内容 
開催 

通いの場数 
人数 

健康教育・健康相談 18か所 206人 

 
健康状態把握 8 か所 90人 
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２ 包括的支援事業（地域包括支援センター運営事業）                             

 

（1）総合相談支援業務  

ア 介護相談 

 各地域包括支援センターでは、高齢者に関する相談を随時受け付け、必要に応じて介護保

険や各種サービス、関係機関の紹介等を行うなど、必要な情報提供をしながら相談支援を行

いました。 

 

 ＜令和５年度 介護相談＞ 

包括名 高齢者人口 
相談件数 

（実件数） 

相談件数（実件数） 

／高齢者人口（％） 

【参考】 

令和４年度 

相談件数（割合） 

中央 11,329 1,816 16.0 1,851（16.3％） 

北部 11,185 1,953 17.5 1,814（16.4％） 

南部 8,239 1,063 12.9 881（10.8％） 

３包括計 30,753 4,832 15.7 4,546（14.8％） 

※高齢者人口は安曇野市住民基本台帳より（令和６年４月１日時点） 

 

イ 実態把握 

 介護保険で「自立」と判定された方に加え、65歳以上の独居高齢者で介護認定を受けてい

ない方に対し、訪問等による状況確認を行いました。いずれも何かしらの支援が必要と判断

した場合は、各種サービスの利用調整や関係機関への情報提供を行いました。 

これらにより、地域に住む市民の生活状況の把握に努めています。 

令和６年度：民生委員をはじめ、関係機関からの相談や情報提供をもとに、必要に応じて

訪問等による実態把握を行い、個々の状況に応じた支援を行っています。 

 

（２）権利擁護業務  

ア 高齢者虐待防止事業 

項 目 開催日 内  容 

高齢者虐待ケース 

検討会、進行管理 

奇数月の第４木曜日 

５月 25日 

７月 27日 

９月 28日 

11月 24日 

１月 25日 

長寿福祉係と３包括による庁内会

議参加。 

各包括における虐待対応の進行状

況を共有し支援策を検討。 

 

イ 成年後見利用支援事業 

項 目 開催日 内  容 

成年後見支援センター 

かけはし 

毎月 

第４月曜日 

成年後見支援センターかけはし

による実績報告と事例検討を行
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【専門委員会】 う専門委員会。 

＜安曇野市在住者の専門委員会

への提出件数＞ 

０件 

成年後見支援センター 

かけはし 

【権利擁護ケース検討会】 

偶数月の第４木曜日 

４月 27日 検討：１件 

６月 22日 （学習会） 

８月 24日 検討：２件 

10月 26日 （学習会） 

12月 21日 （学習会） 

かけはし、長寿福祉係、障がい者

支援課、福祉課、社会福祉協議会

（日常生活自立支援事業担当）、

３包括等の担当者が集まり成年

後見制度利用を中心とした、権利

擁護が必要なケースの事例検討

会を開催。 

市長申立て支援 必要時 

親族による申立てが困難な方に

ついて、市長申立てができるよう

担当部署である長寿福祉係と調

整を行い支援する。 

 

ウ 消費者被害防止事業 

項 目 開催日 内  容 

啓発活動 随時 
訪問時等に注意啓発 

民生児童委員協議会出席の際に啓発 

 

（３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務  

ア 地区活動及び地域連携活動                     (延べ回数) 

項 目 中央 北部 南部 

民生児童委員協議会 25 18 27 

地域密着型運営推進会議等 6 6 2 

入所判定委員会 2 0 0 

地域における活動 0 10 5 

ファイブ・コグ検査(認知機能検査) 0 0 0 

認知症サポーター関係 4 6 3 

認知症カフェ 0 0 9 

研修会等 6 6 2 

その他 0 0 3 

  ※｢地域密着型運営推進会議等｣は地域密着型通所介護事業所や小規模多機能事業所の運

営会議に出席した場合等。 

※｢地域における活動｣は｢いきいきサロン｣や「JAあんしん広場」などに参加した場合。 

※｢研修会等｣は研修会を主催や共催、講師等の場合。例)出前講座、各団体への研修会等。 
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イ 関係機関との連携                          （延べ回数） 

 中央 北部 南部 

医療機関とのケア会議等 135 291 136 

多職種との連携会議等 43 35 61 

※「多職種との連携会議等」には、長寿福祉係・障がい者支援課支援給付担当・福祉課生

活支援担当・保健センター等との調整会議や成年後見支援センターとの連携会議等が

含まれる。 

 

 

ウ 介護支援専門員への支援 

（ア）居宅介護支援部会（介護支援専門員連絡会） 

居宅介護支援部会の事業方針及び活動方針に基づき、全体研修会（年５回）の計画・準

備・開催等を支援しました。 

≪全体研修会の内容≫ 

開催日 内  容 参加者（人） 

４月 14日 総会 38 

６月２日 
コロナ禍における居宅介護支援事業所としての対応（情

報交換） 
28 

９月 14日 高齢者虐待研修 48 

11月１日 災害時のケアマネの役割 48 

１月 16日 ヤングケアラーを学ぶ 55 

 

（イ）居宅介護支援部会役員会 

部会長、副部会長、３ブロック長で構成される役員会へ参加し、全体研修会の振り

返りと新年度の運営や部会に関する協議事項について検討しました。 

≪運営会議の内容≫ 

開催日 内  容 

２月 1日 新年度役員及び研修計画について 

 

（ウ） 介護支援専門員に対する個別支援数                  (延べ回数) 

 中央 北部 南部 

サービス担当者会議参加 408 282 141 

ケアマネジメント指導 14 35 33 

 

（エ）主任介護支援専門員更新研修に伴う法定外研修の開催 

市内の介護支援専門員を対象に主任介護支援専門員更新研修の受講要件の１つである

「法定外研修」を計画し、対象者へは受講証明書を発行しました。 
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≪法定外研修の内容≫ 

開催日 内  容 
対象者

（人） 

８月 10日 

令和５年度成年後見支援センターかけはし講演会 

（主任介護支援専門員研修受講に係る安曇野市第 1回法定外研修） 

テーマ：認知症へのそなえ 

～支援者が知っておきたい成年後見制度の活用～ 

講 師：行政書士・社会福祉士 宮沢 優一 氏 

11 

10 月２日 

テーマ：消費生活講座「私たちは狙われている」 

  高齢者の交通安全 

講 師：市地域づくり課 生活安全課長 藤澤 崇   氏 

生活安全係   臼井 良守 氏 

深見 好江 氏 

11 

12月 13日 

テーマ：口腔と栄養  

講 師：市高齢者介護課介護予防担当  原 莉奈  氏 

                   太田あつこ 氏 

10 

２月 24日 

安曇野市地域支え合い推進フォーラム 

基調講演：「みんなでつくる共生のまち 安曇野」 

講  師：公益財団法人さわやか福祉財団 髙橋 望  氏 

活動紹介 

９ 

 

エ 広報活動 

（ア） 広報誌やホームページの利用による周知  

住民に対して市ホームページへの掲載や市内各所及び支所相談窓口等へのチラシ設置、

また認知症サポーター養成講座や出前講座に地域包括支援センター職員が同行して地域

包括支援センターの役割等周知に努めました。 

 

（イ）各種関係機関への周知 

民生児童委員協議会等、関係機関を交えた会議や懇談の席において、地域包括支援セン

ターの役割等について説明を行いました。 

 

（ウ）認知症相談窓口であることの周知 

認知症サポーター養成講座の開催や地域包括支援センターのパンフレット配布等によ

り、地域包括支援センターが認知症の相談窓口であることを周知しました。また、各包括

に配置した認知症地域支援推進員が市民や関係機関等に向け認知症施策の周知を行いま

した。 

 

（エ）認知症カフェの周知 

認知症カフェ一覧（冊子 R５.４発行版）により、必要とする方への周知に努めました。 
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（オ）「安曇野市オレンジキャンペーン」による周知 

   認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するため、市民の方が認知症を知

り、また正しい理解につながることを目的として、国際アルツハイマー病協会（ＡＤＩ）

と世界保健機構（ＷＨＯ）が定めた「世界アルツハイマー月間」である９月に、認知症地

域支援推進員が中心となり安曇野市オレンジキャンペーンを実施しました。 

市役所本庁舎で認知症関連の展示やパンフレットの配布を行い、市内５地域の図書館で

は認知症の推薦図書を展示しました。市役所での展示の期間中には、市役所西側に懸垂幕

を設置し周知を図り、広報誌や、ホームページ、ラジオ等でも啓発を行いました。 
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３ 包括的支援事業（地域包括ケア推進事業（社会保障充実分））                             

（１）在宅医療・介護連携推進事業 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、切れ目ない在宅医療と介護の提供体制の構築のた

め安曇野市医師会、介護保険事業所等と協働し、在宅医療・介護連携事業を実施しています。

安曇野市医師会に業務の一部を委託し、在宅医療連携推進協議会全体会議を開催し、在宅医

療・介護連携のための情報共有、課題について意見交換を実施しました。 

在宅医療・介護連携のために、令和４年度に作成した「安曇野市介護保険・高齢者福

祉サービスガイドブック（連携マップ付き）」を 600部増刷し、関係者へ配布しました。 

≪令和４年度実績≫ 

項

目 
事業名 回数 参加者数 内容 

会

議 

在宅医療連携推進協議会 

（全体会） 
１ 22 

・第９期における在宅医療・介護連

携の取組について 

・在宅医療・介護連携推進における

課題の意見交換 など 

研

修 
多職種連携研修会 １ ８ 

県在宅医療・介護連携推進セミナー

を位置づけて実施。 

演題：「医療介護連携について」 

講師：独立行政法人国立病院機構 

小諸高原病院 診療部長 城甲泰

亮 氏 他 

 

（２） 認知症施策推進事業  

ア 認知症見守りネットワーク 

外出した際に道に迷ってしまう等、日頃から見守りが必要と思われる方の家族の希望に

応じ、家族が希望する周囲の方に日頃から気にかけていただくための見守り事業を実施し

ています。令和５年度は地域包括支援センターや介護支援専門員等から必要と思われる方

へ情報提供を行い、新たに１件利用開始となりました。 

 

イ 認知症地域支援推進員活動 

平成 27 年度より、各地域包括支援センターに配置している認知症地域支援推進員を中

心に、できる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の関係団体

との連携や調整を行っています。 
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【令和５年度の取り組み状況】 

◇安曇野市オレンジキャンペーン  

～認知症になっても安心して暮らせるまちづくり～ 

１ 目 的 

日本では 2025年には高齢者の５人に１人が認知症になるといわれており、認知症は

他人事ではありません。認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するた

め、広く市民の方が認知症を知るきっかけとなり、また、正しい理解につながることを

目的としています。 

２ 内 容 

（１）市内図書館（５館）での特設コーナーの設置 

・９月 16日（土）～29日（金） 認知症に関する推薦図書展示他  

（２）広報あづみの８月号への記事の掲載 

   ・見守りシール登録者の家族及びオレンジカフェ実施者のインタビュー記事、見守り

シール交付事業、オレンジキャンペーンについて. 

（３）認知症関連映画の上映会 

  ・９月 16日（土）「ばあばは、だいじょうぶ」上映 

（４）安曇野市役所１階西側ロビーにおいて、認知症に関する展示を実施。 

・９月 21日（木）～９月 29日（金） 

（５）安曇野市役所西側へ懸垂幕を設置 

・９月 13日（火）～９月 21日（水） 

 

ウ 認知症初期集中支援チームの活動 

医療や介護保険サービスなどの適切なサービスに繋がっていない認知症やその家族に

早期診断や対応に向け、医療と福祉の専門職がチームとなり、対象者等へ支援を行います。 

また、認知症初期集中チームの医師による相談会を開催し、より初期の段階から認知症

専門医への受診や支援（含サービス利用）など早期解決に向けた対応を行っています。 

＜令和５年度＞ 

チーム員

会議 

実施回数 ９回 

年度中新規支援件数 １件 

年間訪問延べ件数 ５件 

相談会 

実施回数 ７回 

年度中相談実人員 13人 

年度中相談延人員 18人 

 

エ 認知症カフェ運営支援事業 

認知症カフェを運営している団体へ運営経費を助成していましたが、コロナ禍の影響で

多くのカフェが休止となり、今年度の助成はありませんでした。 
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オ 高齢者見守りシール交付事業 

  認知症症状を有する者の安全の確保及び介護者等の精神的負担の軽減を図るために、高

齢者見守りシール事業を実施しています。新規で５件交付があり、シールの利用者で行方不

明となり発見に至ったのは１件でした。 

 
（３）生活支援体制整備事業  

  地域の支え合いによる生活支援・介護予防の取組を広げ、地域全体で多様な主体によるサ

ービス提供を推進するため、生活支援コーディネーターと協議体を設置し活動しています。

豊科地域は、特定非営利活動法人 JA あづみくらしの助け合いネットワークあんしん、穂高

地域、三郷地域、堀金地域、明科地域は、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会へ委託して

実施しました。 

 

ア 生活支援コーディネーターの取組 

  地域ごとに第２層生活支援コーディネーターを配置し、支え合い活動の支援、担い手の育

成、さらに多様な高齢者福祉団体等のネットワーク構築を進めました。 

市全体を担う第１層生活支援コーディネーターは、第２層生活支援コーディネーターが活

動しやすいよう各地域の実施状況を確認しながら、先進的取組の紹介や研修会の設定、課題

の共有を図りました。 

 

イ 協議体の取組 

  定期的に各協議体会議を開催し、地域の課題やこれから必要な資源について意見交

換や学習を行い、移動支援や支え合い事業など地域に必要な事業への取り組みを始め

た地区もありました。また、地域課題の解消に向けた学習等を進めました。 

市全体を担う第１層協議体は介護保険等運営協議会と兼ねることとしており、その会議

で実施状況の報告をしました。 

  

 ※ 開催回数：豊科５回、穂高６回、三郷５回、堀金２回、明科３回 

 

ウ 協議体研修会及び地域支え合い推進フォーラムの開催 

    協議体研修会 地域支え合い推進フォーラム 

開催日 令和５年９月６日(水) 令和６年２月 24日(土) 

テーマ 協議体の役割と今後の目標 安心して暮らせる共生のまちをつくるには 

内 容 
生活支援体制整備事業の講演及び

コーディネーターとの懇談 
講演及び各地域の活動紹介 

事業名 回数 内容 

第１層協議体 

（介護保険等運営協議会） 
２ ・生活支援体制整備事業の実施状況について 

第２層協議体 21※ 
・移動支援や支え合い事業など地域に必要な事

業への取り組み 
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参加者 
生活支援コーディネーター、市社協

職員、市職員 計 13名 

生活支援コーディネーター、区長、民

生児童委員、シニアクラブ会員、介護

保険事業者、市職員等 計 110名 

 

エ 通いの場・生活支援サービスガイドブックの作成 

  介護予防・フレイル予防に取り組むきっかけとするため、地域の「通いの場」や高齢者

の生活を支える「生活支援サービス」の情報（掲載団体数 291）をまとめたガイドブックを

改訂、作成しました。3,000部作成し、市民、関係者、市窓口で周知しました。  

 

オ 高齢者・障がい者の「安曇野市地域見守りに活動に関する連携協定」 

   新たに２団体と協定を締結し、31 団体となりました。また、締結している 21 団体から

活動報告をいただきました。 

 

カ 支え合い事業体制整備補助金 

生活支援や介護予防を始めたい団体へ備品購入や施設整備への補助をし、活動の立ち上

げを支援しました。 

  ＜令和５年度＞ 

  補助件数 １件 （累計：32団体） 

 

（４）地域ケア会議推進事業  

  保健、医療、福祉サービス及び社会資源の総合調整を行い、これらのサービスを必要とす

る市民に総合的にサービス提供を行う安曇野市地域包括ケアシステムの構築に向けて、安曇野

市地域包括ケア推進会議を開催しました。 

 

ア 地域包括ケア推進会議 

会議名 開催日 出席者数 内容 

第 11回 

地域包括ケア

推進会議 

令和６年 

３月８日 

18 地域包括ケア推進の取組について 

地域課題の意見交換「身寄りのない高齢者が安心して暮

らせる地域づくり」 

 

（４） 地域ケア会議推進事業  

イ 地域ケア個別会議 

高齢者等が地域においてその人らしい生活を継続可能とするため、また課題の解決に向け

た検討を行いケアの質を高め、その人のニーズの充足を目指すと共に、会議参加者のスキル

アップへ繋げることを目的として、平成 25年度より個別ケア会議を実施しています。 

令和５年度は３包括で個別ケア会議を計４回実施しました。また、令和４年度より、自立

支援型個別ケア会議（各地域包括支援センターで１回につき２事例を検討）を実施し、令和

５年度は計６事例について検討を行いました。 
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なお、各包括で把握した地域課題等については、３包括と高齢者介護課で毎月開催し

ている「地域ケア連携会議」において報告し、課題集約を行うとともに解決策を検討し

具体的な取り組みに繋げています。 

 

≪実施状況≫ 回数：７回（地域ケア個別会議４回、自立支援型個別会議３回）計 10件 

個別ケア会議 

件数 月日 担当包括 概要 参加者 

１ ５月 29日  北部 スムーズにサービスに繋がらない方への支援 12人 

２ ６月９日 中央 
認知症があっても講師として在宅生活を継続する

方への支援 
９人 

３ ９月４日 中央 
身寄りがなく自宅での暮らしが難しくなってきた

方への支援 
９人 

４ ２月 27日 南部 
近隣との関わりがなく暮らしてきた高齢世帯への

支援 
10人 

 

自立支援型個別会議 

件数 月日 担当包括 概要 参加者 

１ 

10月 31日 南部 

介護保険サービスを終了し、元の生活に戻ること

を目標としている方への支援 
７人 

２ 
趣味活動を楽しんでいたが、難聴により他者との

交流に苦慮している方への支援 
７人 

３ 

11月 30日 北部 

体重増加により膝痛悪化が懸念される方への支

援 
７人 

４ 
在宅酸素療法を受けながら家族の介護を行って

いる方への支援 
７人 

５ 
１月 24日 中央 

脊柱管狭窄症による腰痛のため活動量が減少し

下肢筋力が低下している方への支援 
７人 

６ 福祉用具と食事面の見直しが必要な方への支援 ７人 

 

 

令和６年度：地域包括ケア推進のための４事業（①在宅医療・介護連携推進事業 ②生活支援

体制整備事業 ③認知症施策推進事業 ④地域ケア会議推進事業）の推進を図り

ます。 
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４ 任意事業                                

  

令和５年度任意事業（主要なもの）の実績       

 

 

令和６年度：介護保険事業の運営の安定化を図るための各種事業を実施するとともに、高齢

者及び現に介護をする者等に対して必要な支援を行います。  

事 業 名 実 績 内容等 

ケアプラン点検 102件 長野県介護支援専門員協会の外部講師により、

14事業所、介護支援専門員 26名の実施。あわ

せて、該当事業所への保険者によるコンプライ

アンスの確保に関する点検の実施 

ケアプラン点検講習会 １回 長野県介護支援専門員協会の外部講師により、

ケアプラン点検を踏まえ、自立支援に向けたケ

アマネジメントの視点についての研修、グルー

プワークを実施。 

ケアプラン検証会議 ４件 訪問介護における生活援助中心型の利用回数

が基準回数以上のケアプランについて、利用者

の自立支援・重度化防止等の観点から、リハビ

リ専門職を交えて多職種協働による検証会議

を開催 

介護サービス相談員派遣事業 47回 相談員６名が８施設(特養４、老健１、有料老

人ホーム３)に対して、訪問とオンラインによ

る面談を実施。活動に必要な知識の習得のため

現任研修会に参加 

成年後見利用支援事業 － 成年後見制度の市長申し立てが必要な高齢者

の審判に係る費用負担等について、令和５年度

は対象者がなかった。 

家族介護用品助成事業 176人 要介護度４以上非課税世帯 

家庭介護者慰労金支給事業 １人 要介護度４以上非課税世帯介護サービス未利

用者 

認知症サポーター養成講座 326人 19回（開始時からの累計 7,715人） 


